
2024 年診療報酬改定に伴う加算に係る掲示について 
 

１． 医療情報取得加算 

オンライン資格確認を行う体制を有しています。マイナ保険証

により正確な情報を取得し質の高い医療の提供に努めていま

す。 

２． 明細書発行体制等加算 

診療報酬の算定項目が記載された明細書を領収書と一緒に無

料で発行しています。 

３． 一般名処方加算 

後発医薬品（ジェネリック）があるお薬については商品名でな

く一般名（有効成分の名称）で処方箋を発行しています。 

４． 医療 DX 推進体制整備加算 

オンラインによる保険請求を実施しています。またオンライン

資格確認を行う体制を有し、今後は電子処方箋の発行や電子カ

ルテ情報共有サービスなど医療 DX 推進に関する取り組みを実

施していきます。 


